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１． 茅ヶ崎市予約型乗合バスの概要 

（１）特徴と目的 

・特徴：予約された時間に予約された場所を結ん

で運行する公共交通。 

・目的：茅ヶ崎市北部の小出地区を隙間なくカバ

ーし、公共交通不便地区を解消。 

（２）現在の課題 

・運行開始以来、登録者は増加傾向、利用者数も

堅調に推移しているが、次のような課題が顕在

化してきている。 

『課題１』夕方以降、土日における利用の低迷 

・小出地区内の高齢者の移動が主であることか

ら、１８時台～１９時台については利用が少

ない。また、土日祝日の利用も平日と比較し家族の送迎があるため少ない。 

  ⇒茅ヶ崎市の対応：地域に情報提供し、今後の方針を相談。 

『課題２』利用者のニーズへの対応 

・運行時間が７～２０時なのに対し、予約受付時間は９～１８時となっており、当日朝のキャンセ

ルや当日朝の予約ができない。 

→茅ヶ崎市の対応：今後、予約受付時間を７～１８時に拡大し、要望に対応 

・市内のコンビニや地域の方が通院する藤沢市内の医療施設等に乗入ができていない。 

→茅ヶ崎市の対応：関係機関との協議を踏まえ、市内、市外での乗合所（乗降場所）を追加 

※このうち、藤沢市内の２箇所について、本日の協議事項とする。 

・同時に、インターネット予約の簡略化や乗合所名称の変更など、使いやすい公共交通となるよう

工夫する。 

 

２．藤沢市域への茅ヶ崎市予約型乗合バスの乗合所の設置について 

（１）検討経緯 

・平成 30年４月 26日 ：茅ヶ崎市から乗合所設置の合意依頼 

・「茅ヶ崎市小出地区にお住まいの方のかかりつけ医であること」、「病院側が敷地内への乗合所の設

置を認めていること」等を考慮し、依頼のあった２箇所については、合意する方向で検討 

・合意の提示方法は、関東運輸局神奈川運輸支局、茅ヶ崎市と協議して、乗合タクシー等の地域公共

交通の運行形態やサービスの内容について議論を行う場である、本日の藤沢市地域公共交通会議に

おける協議が整っていることの証明書によるものとしました。 

 

（２）設置箇所 

・藤沢市域の２箇所については、民有地内に茅ヶ崎市予約型乗合バスの乗合所を設置する。 

①芹沢５０（仮称）窪島医院 

②堤５９（仮称）南大平３病院（武内整形外科医院、湘南星和ｸﾘﾆｯｸ、柳沢内科小児科医院） 

利用対象 
登録すれば誰でも利用可能 
※現在、2,100 名ほど登録 

運行区域 
原則、茅ヶ崎市小出地区内 

（下寺尾、芹沢、行谷、堤） 

利用運賃 １人１回（片道）100 円※未就学児無料 

運行日時 365 日毎日 7:00～20:00 

予約有無 要事前予約（電話またはインターネット） 

乗合所数 １４３箇所 

表 予約型乗合バスの運行概要 
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茅ヶ崎市 

茅ヶ崎駅 
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      道路運送法第９条第４項及び同法施行規則第９条第２項に掲げる 

    協議が調っていることの証明書（案） 

 

 

  ２０１９年（平成３１年）２月１３日付け藤沢市地域公共交通会議におい

て、下記事項に関し、協議が調ったことを証明する。 

 

 

記 

 

 

１．協議が調っている路線又は営業区域 

   茅ヶ崎市小出地区全域、みずき（地区外）及び藤沢市遠藤（地区外）
の共通乗降場 
（別紙（２ページを使用）のとおり） 
 

２．協議が調っている運行系統又は運送の区間 

   デマンド方式による運行 
    （１）乗降場の追加（２箇所） 

   （別紙（２ページを使用）のとおり） 
（２）地区内共通乗降場から地区外共通乗降場 

       地区外共通乗降場から地区内共通乗降場 
・茅ヶ崎市小出地区内～芹沢５０窪島医院（往復） 
・茅ヶ崎市小出地区内～堤５９南大平３病院（往復） 
 

３．協議が調っている運賃（料金）の種類、額及び適用方法 

   ・変更なし 
 
４．適用する期間又は区間その他の条件を付す場合には、その条件 
      ・特になし 
 
５．その他 
      ・特になし 
 

 

                                 ２０１９年（平成３１年）２月１３日 

 

                                            藤沢市地域公共交通会議 

                                              会 長  岡村 敏之

３．藤沢市地域公共交通会議 協議証明書（案） 
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参考 ４．（参考）茅ヶ崎市予約型乗合バス 


